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    記事番号： 1-908

  

  
    公開日 2022年03月26日

  



      
      
  八幡浜市観光物産協会（以下、「本協会」という）は、市内の民間団体等がその活力や発案を活かして、新たな視点からの観光地づくりを行い、市内への誘客や地域の伝統行事の振興を図る取り組みを支援します。

 

１　補助対象者

	地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体
	商工会議所、商工会、商店街振興組合等の産業経済団体
	文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体
	地域づくり事業を実施する非営利活動法人、地域づくり団体、実行委員会、協議会等
	その他会長が特に認めるもの


 

２　補助対象事業

原則、継続的に八幡浜市の観光事業を振興し内外観光客の誘致が行われる事業とし、かつ、令和5年3月31日までに終了する事業を対象とします。

※新規で地域活性化に寄与する事業を対象とした補助事業としては、「ウィズコロナがんばる市民応援補助金事業（旧：市民提案型まちづくり事業）」があります。（詳しくは、政策推進課にお問い合わせください）

※継続性や誘客性はあるがウィズコロナがんばる市民応援補助金事業の対象にならなかったなどの理由により、新規の申請を希望される場合は事前に商工観光課までご相談ください。

 

３　補助額

	新規性のない事業や伝統行事の振興を図る事業は、原則、前年度補助額と同額か、１事業当たり１０万円を上限額とします。
	事業の規模や内容、予算、事業効果等を考慮し、会長が特に効果があると認めた場合は、１事業当たり３０万円を上限額とします。
	事業に係る受益者負担額等がある場合は、補助対象経費から控除した額を限度額とします。


 

４　申請期間

令和4年3月25日から申請額の総額が予算上限に到達するまで

 

５　その他

補助金の交付対象者及び補助金額等は、申請受付後に事業内容を審査して決定します。

 

交付要綱等

	
八幡浜市誘客活動等支援事業補助金交付要綱別表

	八幡浜市誘客活動等支援事業補助金交付様式


 

問い合わせ先

八幡浜市観光物産協会事務局（市役所商工観光課内）

〒796-8501　八幡浜市北浜一丁目１番１号

TEL 22-3101　FAX 24-6180



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　商工観光課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3101
FAX：0894-24-6180
E-Mail：syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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